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公的統計ミクロデータの新たな利用形態について 

―わが国におけるオンサイト利用（リモートアクセスによる）の実現に向けて― 
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１ はじめに 

  統計利活用ニーズの多様化・高度化が進む中、信頼性のある統計調査で得られたミクロ

データ（調査票情報）は客観的な証拠に基づく学術研究を行う上で高い価値があり、公的

統計のミクロデータ利用に対しては大きな期待がよせられている。調査票情報の秘密保

護の大前提の下、高度公益利用におけるミクロデータの新たな利用形態として、我が国で

は、オンサイト利用の実現に向けた検討が進められている。平成 26 年３月に改定（閣議

決定）された「公的統計の整備に関する基本的な計画」においても、ミクロデータの提供

については、セキュリティに万全を期す観点から、リモートアクセスを含むオンサイト利

用といった新たな利用方法の実現を目指した検討を行うこととされている。 
 
 
２ オンサイト利用による公的統計ミクロデータの利用 

 新たな利用形態であるオンサイト利用は、安全性や利便性の向上を図り、ミクロデータ

利用の一層の推進を目指す取組である。 

  この利用形態では、データは中央で一括管理し、ユーザーはオンサイト施設内の端末か

ら、中央データ管理施設の仮想ＰＣを遠隔操作することで分析を実施することとしてお

り、データの管理面や利用場所（基準を満たす施設）の面からもセキュリティ・安全面の

向上が図られる。 

また、利用にあたっての手続については、利用申出時には基本的事項（利用目的、利用

者の範囲、利用する調査票情報の範囲等）のほか、集計や分析の概要を記載すればよく、

現行のような詳細な集計・分析出力様式は不要とすることを想定している（また、利用場

所や利用環境、保管場所、管理方法に関する事項も不要となる）。これにより、手続の簡

素化が図られることとなる。 

そして大きな特徴として、利用できる調査事項については、これまでは集計・分析に照

らして、必要最小限の調査事項のみであったが、オンサイト利用においては、研究に必要

な最小限の項目に限定せず、基本的に、調査対象を直接識別する調査事項以外の事項は利

用可能とすることを想定している。これにより、試行錯誤を行いながらの分析、探索的な

研究が可能となることから、現行よりも利便性が向上することとなる。 

  オンサイト施設で行った分析結果を外部に持ち出すことを希望する場合には、秘匿性

などのチェックの後に持ち出すこととなる。 
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３ オンサイト利用の実現に向けて 

  新たな利用形態であるオンサイト利用においては、これまでにはなかった、「リモート

アクセスで結ばれたオンサイト施設」や「施設外への分析結果の持出し」などの新しい要

素があるため、これらに対応して、施設として満たすべき基準や、持出しの際の審査の考

え方・基準などを新たに整理、策定する必要がある。 

  例えば、施設基準に関しては、安全な利用環境を担保するため、施設全体の観点（入退

室管理やネットワーク環境など）をはじめ、利用者ＰＣ、監視措置（カメラなど）、更に

は体制面といった観点なども考えられる。 

また、分析結果の施設外への持出しに際しての審査の基準については、秘匿性確保の観

点から、例えば、分析結果の種類（度数・数量表、グラフや、平均値、相関・回帰係数な

ど）に応じてどのようなチェックの内容が考えられるのかなど、外国（Eurostat）の例も

参考にしつつ検討が行われている。 

今後、試行における状況なども踏まえつつ、詳細の検討、内容の精査が進んでいくこと

となるが、本報告では、以上のようなオンサイト利用の実現に向けた検討状況について紹

介する。 

 

 

 


	
	経　済　統　計　学　会
	第60回（2016年度）
	全国研究大会
	報　告　要　旨　集
	Ⅰ　はじめに
	Ⅱ　データの内容
	Ⅲ　分析結果
	Ⅳ　今後の課題
	JSNAの支出側・生産側推計における2008SNAへの対応について
	田原　慎二（内閣府経済社会総合研究所）
	（要旨）


